
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第５号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２５年１１月２１日 ０１時５０分ごろ 

発生場所 香川県坂出市与島南西方沖の水島航路第４号灯浮標 

 （概位 北緯３４°２２.２′ 東経１３３°４８.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第十一あき丸、１９トン 

   ２７３－８４０５広島、ＳＡマリン有限会社 

Ｂ 台船 ＳＡ－１１、全長約４６ｍ 

   なし、富士海事工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部ワイヤロープに塗料付着 

灯浮標 標体枠に曲損及び擦過傷  

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、船体ブロック約１５０ｔを積

載したＢ船の船首に二股につないだワイヤロープから長さ約４５ｍの

えい
．．

航索をＡ船の船尾につないで引船列（以下「Ａ船引船列」とい

う。）を構成し、坂出市坂出港に向かった。 

Ａ船引船列は、船長Ａが、ＧＰＳプロッター画面を見ながら操船に

当たり、水島航路中央部を約５ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で南進し、水島航路と備讃瀬戸北航路の交差部に差し掛かっ

た頃、北西の風と潮流により、速力が落ち、東に流されるように感じ

たので、右舵を取りながら航行したが、船首が西に向いて速力が約

１.５kn に落ち、水島航路第４号灯浮標（以下「本件灯浮標」とい

う。）に向かって圧流されたので、海上保安庁に１１８番通報すると

ともに、本件灯浮標とえい
．．

航索の接触を避けるために右転しようとし

たが、平成２５年１１月２１日０１時５０分ごろＢ船の船首部ワイヤ

ロープが本件灯浮標に衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮流 東流約２.０kn 

 その他の事項 船長Ａは、前回、坂出市岩黒島の南を通航して同市与島の東側を通

航した際、漁船が操業していたので、水島航路を南進することとし

た。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船引船列は、水島航路と備讃瀬戸北航路の交差部中央を南進中、

風潮流に圧流されたことから、船首が西を向いてＢ船の船首部ワイヤ

ロープが本件灯浮標と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、水島航路と備讃瀬戸北航路の交差

部中央を南進中、風潮流に圧流されたため、船首が西を向いてＢ船の

船首部ワイヤロープが本件灯浮標と衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  船長Ａは、本事故後、潮流の影響を十分に考慮して航行することと

した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・台船などをえい
．．

航する場合は、えい
．．

航索の長さ、台船の風圧面

積、潮流の強さを十分に考慮し、風潮流の影響の少ない海域及び

通航時機を選定すること。 

 


